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本年８月、県内でBSE検査対象死亡牛が検査を受けないまま

化製処理される事例が発生しました。

今一度検査対象になる牛の条件を確認し、検査漏れがないよう

お願いいたします。

通常の死亡牛
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検査対象

乳熱、ダウナー症候群などで
起立不能だった場合も含みます！

・ 牛が起立不能や特定症状を示して死亡した場合は診療獣医師に

検査対象であるか必ず確認し、検査対象である場合は必ず死亡牛

届出書を作成してもらってください。

・ 獣医師が作成した死亡牛届出書は整理票に必ず添付してください。


